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告 示

�愛媛県告示第１３６９号
県営中山間地域農業農村総合整備事業内子地区の換地計画を定め

たので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第４項に

おいて準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

令和２年１２月２８日から令和３年１月２９日まで

３ 縦覧場所

内子町役場内子分庁

�������
�愛媛県告示第１３７０号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第３０条の規定に基づ

き、次のとおり消毒方法の実施を命ずる。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 実施の目的

高病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するため

２ 実施する区域

愛媛県知事 中 村 時 広

建設業者許可申請等手続規則及び愛媛県浄化槽工事業者登録申請等手続規則の一部を改正する規則

（建設業者許可申請等手続規則の一部改正）

第１条 建設業者許可申請等手続規則（昭和４７年愛媛県規則第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県浄化槽工事業者登録申請等手続規則の一部改正）

第２条 愛媛県浄化槽工事業者登録申請等手続規則（昭和６０年愛媛県規則第４８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（書類の提出）

第３条 建設業法及び省令の規定により知事に提出すべき書類は、

主たる営業所の所在地を管轄する地方局へ提出しなければならな

い。

（契印の押なつ）

第３条 建設業法及び省令の規定により知事に提出すべき書類（次

条において「書類」という。）で２枚以上にわたるものは、接続

部へ契印を押なつしなければならない。

（書類の提出）

第４条 書類は、

主たる営業所の所在地を管轄する地方局へ提出しなければならな

い。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号

）及び浄化槽工事業に係る登録等に関する省令（昭和６０

年建設省令第６号。以下「省令」という。）に定めるもののほ

か、浄化槽工事業者の登録申請等の手続に関し必要な事項を定め

るものとする。

（申請書等の提出部数）

第２条 浄化槽法第２２条の規定により工事業登録申請者が知事に提

出すべき申請書及びその添付書類並びに省令第８条の規定により

浄化槽工事業者が知事に提出すべき変更届出書及びその添付書類

の部数は、１通とする。

２ 省略

（趣旨）

第１条 この規則は、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下「法」

という。）及び浄化槽工事業に係る登録等に関する省令（昭和６０

年建設省令第６号。以下「省令」という。）に定めるもののほ

か、浄化槽工事業者の登録申請等の手続に関し必要な事項を定め

るものとする。

（申請書等の提出部数）

第２条 法 第２２条の規定により工事業登録申請者が知事に提

出すべき申請書及びその添付書類並びに省令第８条の規定により

浄化槽工事業者が知事に提出すべき変更届出書及びその添付書類

の部数は、１通とする。

２ 省略

（契印）

第３条 法及び省令の規定により知事に提出すべき書類（次条にお

いて「書類」という。）で２枚以上にわたるものは、接続部へ契

印を押さなければならない。

愛 媛 県 報令和２年１２月２５日 第１６９号
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愛媛県内全域

３ 実施の対象となる範囲

鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥を合計１００

羽以上飼養する農場、だちょうを１０羽以上飼養する農場その他家

畜防疫員が必要と認める家きんを飼養する農場

４ 実施すべき者

３の家きんの所有者

５ 実施の期日

令和３年１月１日から同月３１日まで

６ 実施の方法

消石灰の農場内散布

�������
�愛媛県告示第１３７１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市玉川町鈍川字南谷丙４０、丙４５、庚５６９の１、庚５６９の３、

庚５６９の４、庚５７１の４、庚５７１の９、字参リカ尾丙３８の２、丙３８

の３

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字南谷丙４０・丙４５・庚５６９の１・庚５６９の４・庚５７１の４・

庚５７１の９（以上６筆について次の図に示す部分に限る。）、

字参リカ尾丙３８の２・丙３８の３（以上２筆について次の図に

示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１３７２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

まいわし太平洋系群に関する令和３管理年度（令和３年１月１日か

ら１２月３１日までの期間をいう。）における知事管理漁獲可能量を次

のように定めた。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３７３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

まあじに関する令和３管理年度（令和３年１月１日から１２月３１日ま

での期間をいう。）における知事管理漁獲可能量を次のように定め

た。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３７４号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２５条の規定により告示する。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部管内）

伊方加入区

�������
�愛媛県告示第１３７６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

令和２年１２月２５日

�愛媛県告示第１３７５号
次のとおり落札者を決定した。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県いわし、あじ、さばまき網漁業等 現 行 水 準

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県いわし、あじ、さばまき網漁業等 現 行 水 準

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

水産修第２号
漁業取締船「うわかぜ」定期検査に
係る機関修繕業務 一式

愛媛県農林水産部
水産局水産課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年１２月１１日
株式会社大東工作所
兵庫県神戸市兵庫区出
在家町二丁目６番２号

５９，８４０，０００円 一般競争入札 令和２年１０月３０日

愛 媛 県 報令和２年１２月２５日 第１６９号
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愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（空中写真撮影）

２ 作業期間 令和２年６月５日から

１１月７日まで

３ 作業地域 八幡浜市、伊方町

�������
�愛媛県告示第１３７７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和２年９月３０日から

１２月１１日まで

３ 作業地域 愛媛県伊予市大平

�������
�愛媛県告示第１３８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

四国中央市川之江地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及

び退任した旨の届出があった。

令和２年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

就 任 退 任

�愛媛県告示第１３７８号
次のとおり落札者を決定した。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３７９号
次のとおり落札者を決定した。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県立学校用端末等（Ｗｉｎ
ｄｏｗｓ端末 ２６，３７３台、ｉＰ
ａｄ １，４７１台、ルーター ２７０
台）

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年１１月６日
四国通建株式会社
愛媛県今治市南大門町
一丁目１番地の１５

１，５５１，０００，０００円 一般競争入札 令和２年９月２５日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

電子黒板 ５３８セット
愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年１１月６日
四国通建株式会社
愛媛県今治市南大門町
一丁目１番地の１５

３８５，０００，０００円 一般競争入札 令和２年９月２５日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 石 川 有 利 四国中央市川之江町２９５１番地

〃 尾 藤 元 一 四国中央市川之江町２５１５番地２

〃 星 川 安 � 四国中央市金生町下分３６５番地

〃 石 川 幸 成 四国中央市金生町山田井１７番地１

〃 長 野 岩 男 四国中央市金生町山田井１３６４番地４

〃 大 西 義 彦 四国中央市金生町山田井１０４０番地６

〃 石 川 � 彦 四国中央市上分町７２０番地

〃 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９番地１

〃 南 俊 昌 四国中央市金田町金川７６番地４

〃 信 藤 孝 義 四国中央市金田町金川９４９番地

〃 鈴 木 忠 信 四国中央市金田町金川１３５２番地１

〃 押 条 和司朗 四国中央市金田町半田乙５２番地

〃 大 西 正 良 四国中央市川滝町下山１７４６番地９

〃 加 地 敏 四国中央市川滝町領家１０８４番地１

〃 北 條 輝 明 四国中央市柴生町３９６番地

〃 石 川 一 雄 四国中央市妻鳥町２９５６番地１

監 事 大 西 明 四国中央市金生町山田井７０６番地１

〃 鎌 倉 静 夫 四国中央市金田町半田乙３１９番地２

〃 石 川 昌 司 四国中央市妻鳥町２７３８番地

〃 三 鍋 � 司 四国中央市川滝町領家１３１３番地３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 石 川 有 利 四国中央市川之江町２９５１番地

〃 尾 藤 元 一 四国中央市川之江町２５１５番地２

〃 星 川 安 � 四国中央市金生町下分３６５番地

〃 石 川 幸 成 四国中央市金生町山田井１７番地１

〃 大 西 明 四国中央市金生町山田井７０６番地１

〃 大 西 義 彦 四国中央市金生町山田井１０４０番地６

〃 石 川 � 彦 四国中央市上分町７２０番地

〃 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９番地１

〃 南 俊 昌 四国中央市金田町金川７６番地４

〃 信 藤 孝 義 四国中央市金田町金川９４９番地

〃 鈴 木 忠 信 四国中央市金田町金川１３５２番地１

〃 押 条 和司朗 四国中央市金田町半田乙５２番地

〃 喜 井 正 利 四国中央市川滝町下山２３１５番地

〃 石 川 晴 男 四国中央市川滝町領家１３７５番地

愛 媛 県 報令和２年１２月２５日 第１６９号

１１１９
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�愛媛県告示第１３８１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

今治市土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

令和２年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

就 任

退 任

�愛媛県告示第１３８２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 篠 原 共 明 四国中央市柴生町４４８番地３

〃 石 川 一 雄 四国中央市妻鳥町２９５６番地１

監 事 谷 弘 熙 四国中央市川之江町３１１３番地６９

〃 篠 永 秀 範 四国中央市上分町１３番地

〃 石 村 照 夫 四国中央市川滝町下山２１１１番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 長 島 清 志 今治市大正町７丁目１番３号

〃 上 田 忠 今治市美須賀町２丁目３番地１

〃 岡 田 公 一 今治市石井町３丁目５番６８号

〃 村 越 定 信 今治市砂場町２丁目３番１０号

〃 岡 林 興 通 今治市郷新屋敷町３丁目１番１８号

〃 松 尾 秀 樹 今治市衣干町１丁目２番５４号

〃 大 澤 慶 三 今治市矢田甲６９８番地３

〃 大 澤 讓 兒 今治市野間甲１００２番地１

〃 武 田 剛 今治市孫兵衛作甲２３３番地３

〃 世 良 親 臣 今治市宮ケ崎甲７９６番地

〃 窪 田 秀 敏 今治市五十嵐甲３４５番地２

〃 秋 山 三 郎 今治市中寺１０４番地

〃 尾 鷹 博 司 今治市高部乙１０５番地４

〃 田 窪 正 安 今治市杣田甲８４２番地１

〃 越 智 正 今治市高橋甲３２０番地１

〃 長 野 則 雄 今治市小泉４丁目１０番３７号

〃 河 上 和 則 今治市東村２丁目１番２５号

〃 白 石 武 志 今治市松木３０番地１１

監 事 赤根川 晃 今治市鐘場町２丁目２番６３号

〃 越 智 隆 正 今治市新谷甲１６４３番地

〃 永 野 晃 斌 今治市別名４４９番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉 井 榮 治 今治市南日吉町３丁目１番７号

〃 田 窪 憲 二 今治市山方町２丁目甲１１５２番地

〃 村 越 定 信 今治市砂場町２丁目３番１０号

〃 赤根川 晃 今治市鐘場町２丁目２番６３号

〃 岡 林 興 通 今治市郷新屋敷町３丁目１番１８号

〃 松 尾 秀 樹 今治市衣干町１丁目２番５４号

〃 大 澤 讓 兒 今治市野間甲１００２番地１

〃 芝 田 孝 行 今治市宅間甲７３４番地３

〃 世 良 親 臣 今治市宮ケ崎甲７９６番地

〃 月 原 正 佳 今治市桜井２丁目５番２３号

〃 正 岡 賢 二 今治市四村２９番地

〃 桧 垣 昭 夫 今治市四村１３８番地

〃 尾 鷹 博 司 今治市高部乙１０５番地４

〃 田 窪 正 安 今治市杣田甲８４２番地１

〃 辻 誠 今治市高橋甲１６４１番地

〃 玉 井 任 今治市片山２丁目９番２２号

〃 白 石 武 志 今治市松木３０番地１１

〃 河 上 和 則 今治市東村２丁目１番２５号

監 事 村 田 修 造 今治市横田町１丁目１番１５号

〃 三 谷 清 今治市長沢甲１０８４番地

〃 曽我部 通 今治市高橋甲３２１番地７

〃 佐 伯 洋 一 今治市大正町４丁目３番５号

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－２８）第１５０８号 平成２８年
７月１９日 �大旺 越智 雅一 今治市喜田村４－１０－２５ 令和２年

１１月９日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２７）第１４６８０号 平成２７年
１２月２２日 �アサシオ産業 田村 富定 今治市南宝来町２－８－

４７
令和２年
１１月１６日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止

愛 媛 県 報令和２年１２月２５日 第１６９号

１１２０
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�愛媛県告示第１３８７号
三津土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管理）

の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法

律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規

定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 三津土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画書の写し

� 三津土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

令和２年１２月２８日から令和３年１月２９日まで

３ 縦覧場所

松山市役所本庁

�愛媛県告示第１３８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 岩城環状線

越智郡上島町岩城５７５６番３から

同町岩城５８９８番３まで
旧 ８．３～４０．０ ０．５１３

越智郡上島町岩城５７５６番３から

同町岩城５８９８番３まで
新 １０．０～４０．０ ０．５１３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 岩城環状線
越智郡上島町岩城５７５６番３から

同町岩城５８９８番３まで
令和２年１２月２５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大三島環状線
今治市大三島町宗方３４８０番から

同町宗方１４３３番まで
令和２年１２月２５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大島環状線
今治市吉海町本庄９５０番２から

同町本庄１０１２番地先まで
令和２年１２月２５日

愛 媛 県 報令和２年１２月２５日 第１６９号

１１２１
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令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山伊予線
松山市古川南二丁目１１４１番２９から

同市古川南二丁目１１４０番３まで
令和２年１２月２５日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２７）第１２１９８号 平成２８年
３月１日 �稲月電気設備 稲月 康明 喜多郡内子町五十崎甲１０

４８
令和２年
１１月１９日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２８）第１１２０９号 平成２８年
８月３日 �安田塗装 安田 健 南宇和郡愛南町御荘平城

４１６２－５
令和２年
１１月１０日

塗装工事業
防水工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 無月宇和島線 宇和島市石応５８１番４

旧 ２７．４～３１．２ ０．０３８

新 ２７．８～３５．８ ０．０３８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 無月宇和島線 宇和島市石応５８１番４ 令和２年１２月２５日

愛 媛 県 報令和２年１２月２５日 第１６９号

１１２２
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監 査 公 表

�愛媛県告示第１３９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公表第１１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、愛媛県知事及び愛媛県教育委員会教育長から包括外部監査結果に

基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

令和２年１２月２５日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 越 智 忍

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和三間線 宇和島市吉田町立間３番耕地６１６番３０ 令和２年１２月２５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町日野川１２１１番３から

同町日野川１２２１番２まで
令和２年１２月２５日

〃 〃
喜多郡内子町日野川８３９番３から

同町日野川８０８番２まで
〃

選定した特定の事件 債権（主に税外債権）の管理に関する財務に係る事務の執行について

監査の結果に関する報告提出年月日 令和２年３月２６日

監 査 対 象 機 関 総務部行財政改革局財政課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○財務書類における徴収不能引当金の計上基準の記載誤り

財務書類の重要な会計方針の徴収不能引当金の注記には、「過去５年間の

平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額

を計上」している旨を記載するのではなく、現状実施している手続を記載す

る必要がある。

すなわち、「○○（勘定科目）については過去５年間の平均不納欠損率に

より、徴収不能見込額を計上しています。」と記載することが財務書類利用

者の誤解を招かないものと考える。

総務省の「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に記載のとおり、

過去５年間の平均不能欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、適

切に見込むこととしており、結果的に過去５年間の平均不能欠損率により徴

収不能見込額を計上することが最も適切であると判断していることから、記

載内容は見直さない。

監 査 対 象 機 関

総務部総務管理局総務管理課

総務部行財政改革局財政課

出納局会計課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○財産に関する調書、一般会計等財務書類その他の決算関係書類における基

金に含まれる貸付金の重複記載（愛媛県医師確保奨学基金・へき地医療医

師確保奨学金貸付金）

現行のように、単式簿記による財務会計システムから作成された歳入歳出 「財産に関する調書」には、①財産、②物品、③債権、④基金の４項目に

愛 媛 県 報令和２年１２月２５日 第１６９号

１１２３



決算書を基礎として、ストック情報を反映した財産に関する調書その他の決

算関係書類を作成している場合には、必要なストック情報の確実な入手と内

容の十分な吟味が重要である。

基金に含まれる貸付金を基金として表示するか、貸付金として表示するか

全庁で統一的な取扱いを定め、継続的に処理すべきである。従来の処理を機

械的に踏襲するのではなく、あるべき情報はいかなるものかという観点で検

討する姿勢が必要である。

現在の財産に関する調書その他の決算関係書類の作成過程を再検証し、エ

ラー防止のための検証手続（決算関係書類作成の過程で提出された書類に記

載された額と債権管理システム上の残高との整合性、債権管理システム上の

残高の適正性の検証等をどの部課が行うことが効率的、効果的か等の検討を

含む。）の見直し、決算関係書類作成のために必要なストック情報の提出様

式の再検討、決算関係書類作成に関して関係部署への研修を通じた関連手続

の周知徹底などを実施する必要がある。

これにより、確実な事務の執行のみならず事務の効率化にも寄与するもの

と考える。

さらに、将来的には、ストック情報の総体の一覧的把握を可能にし、貸借

対照表の残高とサブシステムにより管理される残高の照合により検証効果が

期待される、複式簿記による財務会計システムを整備運用することを検討す

ることが望ましい。

ついて、決算年度末時点の残高等を記載することと規定されている。関係課

が情報共有を図るなど連携して、エラー防止のための再検討に取り組んだ結

果、基金に含まれる貸付金は基金として管理されていることから、２年度に

作成する元年度「財産に関する調書」からは、基金として表示することとし、

会計課において調書を調製した。

また、総務管理課において、調書作成の元データとなる公有財産・債権調

査一覧表様式を基金に関する債権が容易に判別可能となるように修正し、令

和２年４月３日付で全庁に周知するとともに、財政課においてそれらの修正

内容を反映させた財務書類の整理を行うこととした。

なお、複式簿記による財務会計システムの整備運用については、職員への

教育・研修、全庁的なインフラ整備が必要となるため、未定である。

監 査 対 象 機 関 公営企業管理局総務課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○電気事業新規契約締結時及びその後の定期的な与信管理体制の未整備（公

営企業（電気事業会計）が有する未収金）

電気事業会計において、新規売電契約締結時及び既存の供給先に対する定

期的な与信管理の体制が整備されていない。不慮の貸倒れリスクを最小限に

留めるためには、新規契約締結時に当該事業者の財務状況等を把握し、１か

月の売電料金等を予測して当該事業者との取引可否を判断する、いわゆる与

信付与に関する検討が行われるべきであり、さらにその後も定期的な財務内

容・支払能力のチェックが行われる体制を構築すべきである。与信管理に関

するルールを設定し、これに基づいて運用していく必要がある。

新規売電契約の締結に当たっては、電気事業法に基づく国の審査のほか、

県の競争入札参加資格に係る審査をクリアしている事業者の中から選定して

いるところであるが、今後は、不慮の貸倒れリスクを最小限とするため、契

約手続の中で財務状況を確認・評価できる契約方式を導入する。また、既存

契約先については令和２年度から、定期的に財務状況を確認することとする。

監 査 対 象 機 関 公営企業管理局発電工水課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○工業用水道事業新規契約締結時及びその後の定期的な与信管理体制の未整

備（公営企業（工業用水道事業会計）が有する未収金）

工業用水道事業会計において、新規給水契約締結時及び既存の供給先に対

する定期的な与信管理の体制が整備されていない。不慮の貸倒れリスクを最

小限に留めるためには、新規契約締結時に当該事業者の財務状況等を把握し、

１か月の給水量と工業用水道料金等を予測して当該事業者との取引可否を判

断する、いわゆる与信付与に関する検討が行われるべきであり、さらにその

後も定期的な給水先事業者の財務内容・支払能力のチェックが行われるべき

である。与信管理に関するルールを設定し、これに基づいて運用していく必

要がある。

工業用水道事業法は、正当な理由がなければ工業用水の供給を拒んではな

らない旨を定めており、通商産業省通知による同法の解釈では、財務状況の

悪化を「正当な理由」とすることはできないため、新規契約締結時に財務状

況の悪化を理由に給水契約の締結を拒むことはできない。なお、料金が延滞

した場合には、未収金を増やさないよう給水停止など適切な措置を講じると

ともに、早期回収に努めることとしている。

監 査 対 象 機 関 公営企業管理局総務課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○工業用水道料金滞納時の時効の適切な管理の未実施（公営企業（工業用水

道事業会計）が有する未収金）

時効の管理が適切にできていないことで消滅時効が成立してしまうことが

ないよう、適切に時効管理を実施する必要がある。

○公営企業（電気事業会計）における貸倒引当金の計上不足（公営企業（工

業用水道事業会計）に対する貸付金）

電気事業会計から工業用水道事業会計に対する貸付金（平成３０年度末残高

１，８７８，１０８千円）については、合理的な根拠をもって回収可能と言える状況

債権ごとに未収金管理簿を作成し、適切な時効管理を令和２年度から実施

する。

工業用水道事業会計に対する貸付金は、西条地区工業用水道事業の資金不

足に係るものであるが、企業債の償還が令和６年度に終了した後は資金不足
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にはなく、貸倒引当金の計上が不足している。

「地方公営企業会計基準見直しＱ＆Ａ」等を参考に、例えば債権を回収可

能性の程度に応じて分類（例：貸倒れの見込みがほとんどない債権、少しで

も回収の見込みがある債権、全く回収の見込みがない債権などに分類）し、

これに一定の引当率を乗じて貸倒引当金を算定する等のより合理的な方法を

採用する必要がある。

○公営企業（工業用水道事業会計）に対する貸付金の金利未計上（公営企業

（工業用水道事業会計）に対する貸付金）

公営企業（工業用水道事業会計）に対する貸付金の金利について、一般会

計からの貸付金は無利息であり、地方公営企業法が求める適正な利息が支払

われているとは言えない状況にある。

一般会計から工業用水道事業に対する支援的な側面で利子を減免する場合

は別途一般会計からの負担金等で対応することが考えられる。

○公営企業（電気事業会計）における貸倒引当金の計上不足（公営企業（病

院事業会計）に対する貸付金）

電気事業会計から病院事業会計に対する貸付金（平成３０年度末残高３，２００，

０００千円）については、合理的な根拠をもって回収可能と言える状況にはな

く、貸倒引当金の計上が不足している。貸倒引当金を計上するに当たっては、

「地方公営企業会計基準見直しＱ＆Ａ」等を参考に合理的な方法を採用する

必要がある。

○公営企業（病院事業会計）に対する貸付金の金利未計上（公営企業（病院

事業会計）に対する貸付金）

公営企業（病院事業会計）に対する貸付金の金利について、一般会計から

の貸付金は無利息であること、公営企業（電気事業会計）からの一部の貸付

金の金利は同じ公営企業管理局内における貸付金の金利の１０分の１と著しく

低く設定されていることは、地方公営企業法が求める適正な利息が支払われ

ているとは認め難い。

一般会計に支払う利息は適正な金額とした上で、別途一般会計からの負担

金等で病院事業会計に対する支援をすることも考えられる。

が解消し、返済原資を確保できる見込みであり、工業用水道事業会計全体で

は令和元年度末で約５０億円の資金剰余となっているため、返済能力がないと

は言えないことから、工業用水道事業会計として貸倒引当金の計上が必要な

状態にはないと判断している。

なお、工業用水道事業会計は財政健全化法による資金不足は生じておらず、

財政の健全性は保たれている。

利率等の条件は、会計間の協議により明確に定めておくべきであり、その

協議の中で貸付金（借入金）の返済方法をどうするか、利息を付けるかどう

かは、契約自由の原則により会計間で自由に決めることができると解してい

る。したがって、会計間の合意がある以上、無利息あるいは著しく低い利率

であっても「適正な利息」であると考えている。

病院事業会計は、電気事業会計からの借入金のほかに、一般会計からの借

入金もあるが、後者については、平成２６年度以降毎年返済を行っており、令

和元年度までの６年間に１，６５７，０００千円を返済している。返済は長期間に及

ぶものの可能であると考えており、病院事業会計として貸倒引当金の計上が

必要な状況にはないと判断している。

なお、病院事業会計は財政健全化法による資金不足は生じておらず、財政

の健全性は保たれている。

利率等の条件は、会計間の協議により明確に定めておくべきであり、その

協議の中で貸付金（借入金）の返済方法をどうするか、利息を付けるかどう

かは、契約自由の原則により会計間で自由に決めることができると解してい

る。したがって、会計間の合意がある以上、無利息あるいは著しく低い利率

であっても「適正な利息」であると考えている。

監 査 対 象 機 関
総務部管理局総務管理課

出納局会計課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○債務者別債権残高明細の未作成（地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付

金）

財産に関する調書その他の決算関係書類に記載されている債権残高と残高

明細の合計額の一致を確かめる手続は重要かつ基本的な決算手続であり、こ

れを実行可能なものにするため、債権管理部署（ここでは人権教育課）にお

いて少なくとも年度決算時点債務者別債権残高明細を作成することが必要で

ある。そして、例えば、債権管理部署又は監査担当部署が債務者別債権残高

明細の合計額と決算関係書類の残高を照合することにより、決算関係書類に

記載されている債権額が正しいものか否かの検討が可能になる。

債権に係る事務を統轄する総務管理課において、各債権担当課に令和２年

８月２１日付で債権別行動計画に基づく厳密な債権管理を求めるとともに、必

要に応じて根拠資料の提出を求め、残高の正確性を検証することとしている。

また、会計課において、県会計規則１８４条に基づき、繰越未収入金の報告

を受ける際に、事前に確認用として年度の繰越予定額及び繰越確定後の財務

データ一覧を債権管理部署に配布しており、各部署において残高を照合でき

るようにしているが、さらに令和元年度分報告から、必要に応じそれを裏付

ける資料の提出を求め、残高の正確性を検証することとしている。

監 査 対 象 機 関 教育委員会事務局指導部人権教育課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○債務者別債権残高明細の未作成（地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付

金）

財産に関する調書その他の決算関係書類に記載されている債権残高と残高

明細の合計額の一致を確かめる手続は重要かつ基本的な決算手続であり、こ

れを実行可能なものにするため、債権管理部署（ここでは人権教育課）にお

いて少なくとも年度決算時点債務者別債権残高明細を作成することが必要で

ある。そして、例えば、債権管理部署又は監査担当部署が債務者別債権残高

明細の合計額と決算関係書類の残高を照合することにより、決算関係書類に

記載されている債権額が正しいものか否かの検討が可能になる。

令和２年度決算時点での債務者別残高明細を作成し、履行期限未到来債権

額を中心に決算関係書類等との残高の照合を行っていきたい。
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○債務者に対する財産調査等の不実施（地域改善対策高等学校等就学奨励費

貸付金）

適切な債権管理のために財産調査、法的措置等の実施が必要である。

愛媛県の債権管理マニュアルでは、滞納期間が滞納３か月超で、債務者に

支払能力がある（無資力又はこれに近い状態以外）場合、主な対応として強

制徴収の実施を挙げており、そのためにも財産調査は必要不可欠である。

さらに、財産調査により、支払能力の有無の判断も客観的に行われること

になり、債務免除、徴収停止や債権放棄（原則として消滅時効が経過済みで

あることが必要。）の対応にもつなげることが可能になる。

財産調査の実効性確保のため、行政間の情報収集について債務者から事前

に同意書を徴しておくことも有効である。

ただし、当該債権の性格上、人権問題等への配慮が必要であり、法的措置

等へ移行することで個人名が公表され、関係者が不利益を被らないように事

例によって慎重な検討が必要である。また、権利放棄に関して議案上程が困

難であることに対し、例えば、相当程度の回収努力を行った上で実質的に回

収不能な債権について、債権管理条例の制定により権利放棄の議案上程によ

らない知事の専決処分による、又は人権問題など高度なプライバシーが保護

されるべき債権については個人名を公表しない内容の条例を制定するなど、

債権放棄の環境整備を行うことが考えられる。

○延滞金の未調定（地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金）

約定どおり返還している者との公平性を担保する観点から延滞金を調定の

上適切に徴収する必要がある。延滞金を徴収しない場合、延滞金取扱要領に

照らし、「正当な理由」のいずれの事由に該当するかそれまでの納付指導等

の記録に基づき債務者毎に検討し、その根拠資料に基づき不徴収の決裁を受

けるべきである。

延滞金の未納額の債権管理の簡素化、早期返還の促進のために、例えば一

定額未満の延滞金額は調定しないことにするなどを規定することも考えられ

る。

○不十分な時効中断措置の実施及び時効管理（地域改善対策高等学校等就学

奨励費貸付金）

安易に消滅時効を完成させないため、時効管理を徹底するとともに、分割

払いの返済期限毎に進行する消滅時効について時効の中断措置を徹底する必

要がある。

また、時効中断措置の内容（記号にすれば簡素化できる。）及び時効中断

措置日を債権管理システム上に登録し、時効完成予定日を自動計算できるよ

うにするなど時効管理を情報システム上で実施する等により、効率的な時効

管理が可能になると考える。

財産調査については、個々の事情に応じた配慮が必要であるため、これま

で同様、奨学金関係者との電話相談及び面談等で、所有する財産についての

聞き取りを中心に行っていく予定である。法的措置等への移行については、

プライバシーを侵害し、関係者が命に係わるような不利益を被る可能性があ

るため、慎重な対応を今後も行っていきたい。

令和２年度から、延滞金を徴収しない場合には、その根拠を明らかにする

ため、市町担当者からの情報、電話相談・面談記録等から明記した資料を作

成し、決裁を受けることとした。

時効管理を徹底するため、関係者と面談等を実施し、債務承認を取り付け

るなどの措置を講じながら、時効の中断を図りたい。

令和２年度中に、時効完成日や時効中断措置日が分かるような一覧を、債

権管理システムを利用し、作成したい。

監 査 対 象 機 関 教育委員会事務局管理部教育総務課教職員厚生室

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○延滞金の未調定（愛媛県奨学資金貸付金）

約定どおり返還している者との公平性を担保する観点から延滞金を調定の

上適切に徴収する必要がある。延滞金を徴収しない場合、愛媛県奨学資金延

滞金取扱要領第３に照らし、いずれの事由に該当するかそれまでの納付指導

等の記録に基づき債務者毎に検討し、その根拠資料に基づき不徴収の決裁を

受けるべきである。

延滞金の未納額の債権管理の簡素化、早期返還の促進のために、例えば一

定額未満の延滞金額は調定しないことにするなどを規定することも考えられ

る。

令和２年度から、延滞金を徴収しない場合には、その根拠を明らかにする

ため、債務者ごとに整理し保管している返還指導記録（電子ファイル）に基

づき検討したことを明記して決裁を受けることとした。

監 査 対 象 機 関 保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○債権回収額を超過する回収事務費の発生（生活安定資金貸付金）

生活安定資金貸付金は毎年の債権の回収額より回収事務にかかるコストの

方が大きく、今後も債権の回収がほとんど見込めないため、不納欠損処理が

進まない限り市町への交付金は減らず、県職員の事務作業もなくならない。

令和元年度から２年度にかけて、県が主体となった債権管理体制の構築を

図るため、市町に対し、未収債権整理状況調査を実施し、未収債権の実態把

握を進めているところ。
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結果として毎年のコストが積みあがることが予想されるため、積極的に債権

整理を推し進めることが県民財産の保護の観点からは必要である。

具体的には、債権放棄による不納欠損処理を進めていくことになるが、債

権管理マニュアル及び「債権放棄の検討に当たっての考え方－全庁共通認識

事項－」（平成２７年１月１０日付け総第４９１号総務部長通知）等との整合を図

りつつも、例えば「債務者が行方不明」と判断できる要件を事務取扱要領等

で明確にする等、より現実的かつ積極的に債権放棄が可能となるよう体制・

制度を改正・整備する必要がある。そのため、愛媛県が主体となった管理体

制の構築や法的措置の実施についても検討する必要がある。

今後、調査結果を踏まえ、未収債権ごとに、債権整理の方向性（債権放棄、

時効援用）を検討することとしており、それと合わせて、実態を踏まえた債

権放棄のあり方についても、検討したい。

監 査 対 象 機 関 保健福祉部社会福祉医療局医療対策課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○貸与取消し時の借用証書への利息に関する事項の未記載（愛媛県医師確保

奨学基金貸付金）

権利義務関係の明確化のためには、貸与取消し時に被貸与者及び保証人と

締結する借用証書には、奨学金の貸与時から一括返還時までの期間について

年１０％の利率で計算された利息金額も併せて記載すべきである。

貸与取消の事案が発生した際には、貸与取消通知に、貸付金額及び返還利

息を明記することとし、権利義務関係の明確化を図りたい。

監 査 対 象 機 関
総務部総務管理局総務管理課

保健福祉部生きがい推進局子育て支援課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○債務者別債権残高明細の未作成（母子父子寡婦福祉資金貸付金）

財務書類等の残高と残高明細の合計額の一致を確かめる手続は重要かつ基

本的な決算手続であり、これを実行可能なものにするため、債務者別債権残

高明細を作成する必要がある。

一定時点での債務者別の残高明細を作成することが容易ではない理由は、

債権管理システムのデータは貸付、償還、違約金データといったフロー情報

しかなく、残高データがないためである。したがって、債権管理システムの

データに残高データを持たせるか、システム上入力されているデータから一

定時点の債務者別残高を計算し明細に出力できるようにすることが考えられ

る。

債権に係る事務を統轄する総務管理課において、各債権担当課に令和２年

８月２１日付で債権別行動計画に基づく厳密な債権管理を求め、正確な債権額

の把握に努めているところ。

また、母子父子寡婦福祉資金貸付金所管課の子育て支援課において、令和

２年度第１四半期中に債権管理システムから必要なデータを抽出整理すると

ともに、残高のある債務者ごとに手作業でナンバリングを行い、令和２年６

月時点における債務者別残高明細を作成し、あわせて主査、副査、係長の複

数名による債権管理のチェック体制を整えた。

なお、令和５年度にはシステムの更新を予定しており、債権残高を表示す

る等の機能改修を含め、一定時点の債務者別残高が計算できる仕組みの導入

方法を検討している。

監 査 対 象 機 関 保健福祉部生きがい推進局子育て支援課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○債務者に対する財産調査等の不実施（母子父子寡婦福祉資金貸付金）

適切な債権管理のために財産調査や場合によっては法的措置等の実施が必

要である。

愛媛県の債権管理マニュアルでは、滞納期間が滞納３か月超で、債務者に

支払能力がある（無資力又はこれに近い状態以外）場合、強制徴収の実施が

可能であり、そのためにも、調査先の任意協力が前提となるが、財産調査は

必要不可欠である。

さらに、財産調査により、支払能力の有無の判断も客観的に行われること

になり、債務免除、徴収停止や債権放棄（原則として消滅時効が経過済みで

あることが必要。）の対応にもつなげることが可能になる。

財産調査の実効性確保のため、行政間の情報収集について債務者から事前

に同意書を徴しておくことも有効である。

○連帯保証人に対する未請求（母子父子寡婦福祉資金貸付金）

履行期限が経過した債権については、地方自治法施行令の規定に従い、連

帯保証人に対して速やかに履行請求を行う必要がある。

○不十分な時効中断措置の実施及び時効管理（母子父子寡婦福祉資金貸付金）

安易に消滅時効を完成させないため、時効管理を徹底するとともに、分割

当該債権は私債権であることから、財産調査の実施にあたっては、債務者

の同意が必要であるが、現在貸付済みの債権については、この同意が得られ

ていない。

このため、債務者や連帯保証人、母子父子相談員への聞き取り調査や市町

等の関係機関からの情報も考慮しながら、必要に応じて同意を得て財産調査

を実施するほか、今後の貸付事案については、事前に同意を得るなど財産調

査が速やかに実施できるよう、令和２年度中に愛媛県母子及び父子並びに寡

婦福祉法施行細則の改訂を検討している。

大型電子計算機内の母子寡婦福祉資金貸付金管理システムを活用し、各債

権の履行期限の管理ができるよう必要なデータの抽出・整理を行った。

なお、連帯保証人への履行請求については、所在確認作業を踏まえて、令

和２年度中には実施体制を整備し、貸付の趣旨や債権者・連帯保証人の状況

を踏まえながら、可能な案件から順次、履行請求を行うこととしたい。

大型電子計算機内の母子寡婦福祉資金貸付金管理システムを活用し、各債
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払いの返済期限毎に進行する消滅時効について時効の中断措置を徹底する必

要がある。

限られた人員配置の中で、時効管理を網羅的、確実に行うためには情報シ

ステムによる対応が望ましい。

債権管理システムの償還状況明細には、「納入月」と「納入日」欄がある。

履行期限到来済納入月が指定する一定の年月以前で納入日欄がブランク、す

なわち収入未済の債権を抽出することにより、時効の完成前に時効完成予備

軍の債権に対する検討を網羅的に実施することができると考える。

また、時効中断措置の内容（記号にすれば簡素化できる。）及び時効中断

措置日を債権管理システム上に登録し、時効完成予定日を自動計算できるよ

うにするなどにより時効管理を情報システム上実施するなどにより効率的な

時効管理が可能になると考える。

権の時効管理を行うために必要なデータを手作業により抽出・整理を行って

おり、時効管理ができる体制を令和２年度中に整える。

なお、個別債権の時効管理については、現行のシステムでは対応していな

いため、令和５年度に予定されている大型電子計算機の廃止に伴う母子寡婦

福祉資金貸付金管理システムの更新にあわせて実装・導入することを検討し

たい。

監 査 対 象 機 関

総務部総務管理局総務管理課

経済労働部産業支援局経営支援課

出納局会計課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○被災中小企業施設・設備支援事業貸付金の財産に関する調書への記載漏れ

（中小企業振興資金貸付金）

被災中小企業施設・設備支援事業貸付金（平成３０年度末残高６，３６０，０００千

円）について、財産に関する調書への記載が漏れていた。事実に基づいた正

しい書類で監査委員の審査及び議会の認定を受けるためにも、財産に関する

調書は、法令等に基づいて漏れなく適切に作成する必要がある。

そのためには、財産に関する調書が適切に作成されるような仕組みを整備・

構築する必要がある。

愛媛県の歳入歳出決算書はいわゆる現金主義により作成されており、財産

に関する調書はストック情報としてこれを補完するものである。ストック情

報を事実に基づき正確に網羅的に把握し集計するためには、複式簿記による

財務会計システムの導入が望ましいが、これが困難である場合は、例えば、

財産に関する調書を作成する部署が補正予算書を含む年度の予算書の「節」

が貸付金であるものをリスト化し、各部署から提出された情報によりこれを

消し込むなど、網羅的な情報の収集を図る体制の整備が考えられる。

債権に係る事務を統轄する総務管理課において、履歴のない新たな貸付金

については、同課照会に対し、各債権担当課からの報告に漏れがあった場合、

把握は困難であることから、各債権担当課に令和２年４月３日付で適切な報

告を求めるとともに、中小企業振興資金貸付金所管課の経営支援課において、

今後同様の誤りがないように、予算書の確認も含め複数名でチェックするこ

とにより、再発防止に努めているところ。

また、財産に関する調書を作成する会計課において、報告のある債権のう

ち未収入金（期限到来債権）については、財務データと照合しているが、現

在の財務会計システムでは未到来債権は把握できないことから、未到来債権

の可能性の高い特別会計の「（節）貸付金」に歳出額があるものは、報告額

により消し込み、再発防止に努める。なお、財産に関する調書への記載が漏

れていた平成３０年度末残高６，３６０，０００千円については、平成３０年度の債権報

告漏れとして、元年度「財産に関する調書」の元年度中増減額に含めて記載

した。

監 査 対 象 機 関 経済労働部産業雇用局企業立地課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○明らかに回収不能である債権の不納欠損処理未実施（企業立地促進事業補

助金返還金）

企業立地促進事業費補助金返還金３４，７９６千円は回収が見込めない債権であ

り、かつ消滅時効期間である１０年も既に経過済みである。無駄な事務コスト

を極力減らす観点からは、早期に不納欠損処理を行う必要がある。

本件に関連する国機関の動向等を注視し、状況の変化に応じて速やかに債

権放棄等必要な手続きを行うこととしているが、同機関において債権放棄し

ていない現状を踏まえ、直ちに不能欠損処理を行うことは適当とはいえず、

引き続き債権回収に努めていく。

監 査 対 象 機 関 農林水産部森林局林業政策課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○連帯保証人に対する長期未請求（林業改善資金貸付金）

連帯保証人に、適時に請求して償還を受けていれば違約金（延滞金）が発

生しないため、連帯保証人への影響も少なくて済んだ可能性がある。また、

愛媛県が延滞債権を早期に回収できた可能性もあった。

したがって、今後、償還遅延事例の発生の際には、延滞後一定期間を経過

した場合、延滞債権及び違約金（延滞金）の請求は、仮に主債務者からの償

還が見込める場合であっても、連帯保証人にも定期的に実施し、早期回収に

努めるべきである。

令和２年度から、５年超に渡り連帯保証人へ請求を行っていなかった滞納

案件について、主債務者に対し、連帯保証人へ本債務の状況を説明するよう

依頼するとともに、状況を確認しながら、県からも適宜説明を行い、必要に

応じて連帯保証人への請求も検討するよう見直しを行った。
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教育委員会告示

選挙管理委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第１２号
博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第２項に規定する公立博物館として、同法第１２条の規定に基づき、次のように登録した。

令和２年１２月２５日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

�愛媛県選挙管理委員会告示第６２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和２年１２月２５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

監 査 対 象 機 関
総務部行財政改革局行革分権課行政管理室

県民環境部環境局循環型社会推進課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○返還不能リスクのある単年度貸付金（廃棄物処理センター運営費貸付金）

廃棄物処理センター運営費貸付金は、毎年度末と年度初めに返済と貸付け

が反復・継続的に行われているが、実質的に長期貸付金である。経営状態が

悪化している第三セクター等に対する反復・継続的な短期貸付は、地方公共

団体にとって貸し倒れになるリスクを潜在化させることから適切な財政運営

とは言えず、その実態に応じて早期の解消又は必要に応じて長期貸付又は補

助金の交付等への切り替えを行うべきである（地方財政の健全化及び地方債

制度の見直しに関する研究会報告書（総務省自治財政局 平成２７年１２月））。

また、今後は愛媛県としてこのような経営状態が悪化している第三セクター

等に対するいわゆる「単コロ」や「オーバーナイト」と言われる財政運営手

法は厳に慎むべきである。

廃棄物処理センター東予事業所は、平成１２年の稼働以来、本県の循環型社

会の進展に大きな足跡を残し、所期の目的を十分達成したことから、県、東

予５市町、センターとの間で、令和２年４月１日をもって廃止し、令和３年

度末までに施設を解体撤去し、４年度中に財団を解散・清算することとし、

県と５市町が必要な経費を応分負担することを元年末に合意した。

このため、県では元年度２月補正予算及び２年度当初予算において、セン

ターの廃止や施設の解体撤去に当面必要な経費を、補助金として交付する予

算措置を行い、運営費貸付金を取りやめた。

また、第三セクター等に対する貸付金については「愛媛県出資法人経営評

価指針」に基づき、可能な限り民間資金の活用等の方策を出資法人自らが検

討し、やむを得ず県の貸付が必要とされる場合で、現に出資法人への運転資

金としての短期貸付けを行っているときも、出資法人の自主性・自律性を向

上させる観点から、縮減等の見直しを図ることとしている。

監 査 対 象 機 関 総務部行財政改革局財政課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○損失補償債務等額の財務書類の注記の記載漏れ

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、貸借対照表に計上

した額を除く損失補償債務等額については、偶発債務として注記する必要が

ある。なお、議決された債務負担行為額との関係を明確にするため、その総

額も併せて注記する必要がある。

なお、令和２年２月７日付けで当該注記を追記した平成２９年度財務書類が

愛媛県のホームページ上で更新された。

御指摘のとおり平成２９年度財務書類を令和２年２月７日付で修正し、ホー

ムページに掲載している。

設置者の名称 名 称 所 在 地 登 録 年 月 日 登録番号

松 山 市 松山市考古館 松山市南斎院町乙６７番地６ 令和２年１２月２１日 第２０号

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

内山よう子後援会 内 山 葉 子 内 山 葉 子 今治市土橋町一丁目８－４ 令和２年１１月２日

高橋章哲後援会 真 鍋 知 巳 高 橋 充 代 西条市大町１０１９－７ 令和２年１１月１７日

愛 媛 県 報令和２年１２月２５日 第１６９号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第６４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和２年１２月２５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男 �������
�愛媛県選挙管理委員会告示第６５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定に

より、次のとおり同項第２号の規定による資金管理団体でなくなっ

た旨の届出があった。

令和２年１２月２５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

�愛媛県選挙管理委員会告示第６３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和２年１２月２５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党東予周桑支部 渡 部 浩 会 計 責 任 者 藤 井 武 彦 持 主 真知子 令和２年５月１１日

自由民主党愛媛県第一選
挙区支部 塩 崎 恭 � 主たる事務所の所在地 松山市三番町四丁目７－２ 松山市千舟町四丁目４－１ 令和２年１０月１６日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

伊予鉄道労働組合交通政
策研究会 宮 � 司 主たる事務所の所在地 伊予市上吾川甲１１１０－２ 伊予郡松前町大字筒井６１０－１５ 平成３０年８月３１日

代 表 者 宮 � 司 鵜 篭 直 樹 令和元年８月２６日

塩崎やすひさと明日を語
る会 石 崎 康 雄 主たる事務所の所在地 松山市三番町四丁目７－２ 松山市千舟町四丁目４－１ 令和２年１０月１６日

明恭会 村 田 裕 司 主たる事務所の所在地 松山市三番町四丁目７－２ 松山市千舟町四丁目４－１ 令和２年１０月１６日

えひめ介護福祉政治連盟 白 石 正 主たる事務所の所在地 新居浜市江口町１７－１８ 松山市南�米町３１４－１－２ 令和２年１１月１日

代 表 者 白 石 正 菅 原 哲 雄

会 計 責 任 者 東 山 ひとみ 東 田 満 広

丹下大輔後援会 白 石 勝 好 主たる事務所の所在地 今治市波止浜１１－２８ 今治市波止浜１１－７３ 令和２年１１月１日

森きょうすけ後援会 菊 川 予 市 代 表 者 菊 川 予 市 八 木 敏 行 令和２年１１月２２日

かぎやま茂後援会 岩 村 一 男 山 下 保 志 南宇和郡愛南町小山１１７ 令和２年１１月２４日

つぼうち和彦後援会 壷 内 和 彦 壷 内 恵 美 今治市松本町一丁目４－１０ 令和２年１１月２４日

風の会 柿 隆 哉 宇 野 哲 明 今治市天保山町二丁目１－７ 令和２年１１月２７日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

た ぶ ち 紀 子 を 送 り 出 す 会 安 田 志 ほ 平成３０年６月６日

藤 井 朝 廣 後 援 会 田 原 清 次 令和２年３月３１日

宮 脇 か お る 後 援 会 田名後 千重子 令和２年１０月３１日

愛 媛 政 策 研 究 会 帽 子 敏 信 令和２年１１月１３日

高 橋 章 哲 後 援 会 真 鍋 知 巳 令和２年１１月１６日

国 政 守 後 援 会 国 政 守 令和２年１１月３０日

愛 媛 県 報令和２年１２月２５日 第１６９号
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公営企業告示

�愛媛県公営企業告示第１０号
次のとおり落札者を決定した。

令和２年１２月２５日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 資金管理団体でな
くなった年月日

国 政 守 国 政 守 後 援 会 令和２年１１月３０日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

県立南宇和病院のトイレ等の自動化
１式

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年１２月１１日
株式会社プログレス
南宇和郡愛南町御荘平
城３６２８番地２

３４，９８０，０００円 一般競争入札 令和２年１０月３０日

令和２年１２月２５日 発行
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